
ども

N E ⅥrS LETTER

N o．63

2 0 0 2年 8 月2 0 日

発行 ：

子どもの権利集約

ネ ッ トワ ー ク

川西市で、「地方自治 と子 ども施策」の

全国自治体シンポ開催

昭痴 白飴色串醤亀 白掛 ≡珍 朗 王珍 宙あ包㊥㊥金一

（ 於 ：兵庫県川西市 ：200 2 年8 月 1 日～8 月2 日）

喜 多 明 人 （早稲田大学教授）

こんにち、地方自治において子 どもにかかわる施策は、これまで

にも増 して重要な意味をもちつつあ ります。「地方分権」 時代に入

り、多様 に変化する社会のなかで、子 ども施策 は地方 自治体の独

自・ 国有な、そ して総合的な施策 として、よ り創造的な取 り組みが

必要となっています。すでに、そのような観点か ら、多くの自治体

でさま ざまな取 り組 みが進 め られよ うと してい ます。

国自治体シンポ全体会に5 0 0 人

そ こで、川西市 （兵庫県）および子 どもの権利条約総合研究所

（ 東京都）は、同市を会場として2 0 0 2 年8 月 1日（木）1 3 時～ 8 月 2

日（金）16 時3 0 分 にわたって、「r地方自治と子ども施策j 自治体シ

ンポジウム」（後援 ＝兵庫県人権教育推進センター・ユニセ フ兵庫

県支部）を開催 しました。参加者は自治体職員のほか市民、子育て

の実践家、自治体議会関係者など多彩で、一 日目全体会には約5 0 0

人、二日目の分科会等に2 0 0 人の参加が得 られました。

このシンポジウムは、「より地域・市民に根ざ した創造的な子ど

も施策に取り組もうとする自治体の、相互の施策交流、情報交換、

関係職員の研修・研究の機会 として、これを開催 しようとするもの」

です。参加自治体が 「可能な範囲で相互に情報を提供 しあい、それ

ぞれの子 ども施 策 、または子 ども をコ ンセプ トとす るま ちづ く りの 、

充実 と発展 に資 する こ とを 目的」 と しま す。 また 、その た め に、 こ

のシンポジウムでは、「子ども施策に携わる自治体関係者 と研究者

等との連携・協力を図るなかで、子どもの最善の利益をめざす建設

的な対話」につとめることが求め られま した。当日の開催協力団体

（ 報告自治体）は、7 府県 （青森県、宮城県、神奈川県、埼玉県、大

阪府、滋賀県、高知県）、13 区市町（川崎市、日野市、国立市、中

野区、鶴ヶ島市、八千代市、小杉町、多治見市、高浜市、近主工八幡

市、豊中市、箕面市、泉大津市）の2 0 自治体に及びま した （中野

区・当日追加）。

ノU レスタンダー ドに基づ くローカルネ ッ トワー クづくりの提唱

この シンポ ジウム は、大 き く3 つの 意味 があ った と考 え られます 。

第一には、確かに今回のシンポの盛況は開催 自治体である川西市

の努力 に負うところ大ですが、 2 1 世紀に入 り、自治体職員にとっ

て子どもの権利保障を軸に置いた研修、情報交換が必要不可欠にな

つてきた、ことです。時代は、これまでのような国主導の子ども政

策から、地方分権・ 自治の趣旨に基づ く総合的な地域「子ども施策」

へと移 っています。そのような総合的施策を進めていく上で欠かせ

ない力量（たとえば、「庁内調整」や「新規予算化」、「議会対応」など）

を職員 が身 に付 けてい くことわ弓課題 とな ってきたことがあげ られます。

第二には、総合的な子ども施策づくりにおいて、縦割り行政の壁、

職員の「職域意識」の壁を克服 し、新規に予算の裏づけをとり、自

治体固有の子どもの権利実現を方向付けていくためには、それにふ

さわ しい法的な枠組み、すなわち要綱行政の枠を越えた「子ども

（ の権利）条例」 という法的枠組みが欠かせないことが自覚されて

きたこ とです。

第三には、これまで国主導のナシ ョナルミニマムによる管理型子

ども政策に依存 してきた2 0 世紀社会を、さ らに子どもの権利水準

をアップ していく2 1世紀型社会に転換 し、かつ権利実現における

「 地 域 間格 差」 を生 じな い ため に も 、 グロー バル ス タ ンダ ー ドと し

ての 子 どもの 権利 条 約 にも とづ くロー カル ネ ッ トワー クづ く りを拡

大していくことが必須の課題にな ってきたことです。

☆問い合わせ等 川西市生活・人権部人権推進室人権推進課

川西市子どもの人権オンブスパーソン事務局

（担当 ：吉永・松村）
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シンポジウム Ⅰ
（ 策1 日目 13 ：2 0～ 15 ：4 0 ）

「子ども条例」の意義と

制定・実施の課題

ト 安 部 芳 絵 （早稲田大学大学院）

近年、子育て環境の整備を中心とした従来の子 ども施策を越

えて、子ども自身の成長の支援やその条件整備をすすめる子ど

も施策の必要性が増している。その具体的な例である 「子ども

条例の意義と制定・実施の課題について荒土牧重人山梨学院大学

教授をコーデ ィネー ターに3 つの 自治体か ら報告があ った。

大阪府箕面市は、子ども施策推進のための原則条例である

「 箕面市子ども条例」を 19 9 9 年9 月に制定 した。9 6 年のゲー

ムセンター建設に反対する運動を発端として、9 7 年に市は青

少年健全育成条例検討委員会を設置した。話 し合いを重ねる中

で単なる青少年健全育成‾ごはなく子どもの権利の視点を盛 り込

んだ提言が9 8 年にだされている。これを受けて家庭の役割の

重視やおとなと子どもの役割と責任および公徳心の重視に関し

て議会での修正を経て、9 9 年、「子どもが幸福に暮らせるまち

づく りを大人 と子 どもとの協 働 によ り実現 する ことをめ ざ し、

すべての子どもたちを育てるにあたっての基本的な考え方 と、

取り組みの方向性を」示 した条例が制定された。

兵庫県川西市は子ども救済のための「川西市子どものオンブ

スパーソン条例」を 19 9 8 年 1 2 月に制定 した。個別具体の子

どもの救済や子どもの人権への対策が、当事者である子どもの

立場 に立 って講 じられる ようつ くられて いる。オ ンブズパ ーソ

ン3人 とそのスタ ッフである調査相談専門員 （相談員） 3人、

事務局配置職員2人は①相談活動、②調査活動、③広報・啓発

活動 （予防的活動）を行っている。また、オンブズパーソンお

よび相 談員 は全て名前 と顔 を公表 してお り、「顔 を知 って いる

人の方 が相談 しやすい」 という子どもの気持 ちに配慮 した工 夫

が随所 に見 られ る。

神奈川県川崎市では、2 0 0 0 年 1 2 月に子どもの権利実現の

総合的な条例である「川崎市子どもの権利に関する条例」が制

定された 。条例 案は市民そ して子ども とともにつ くりあ げたも

のであ る。当事 者であ る子 どもたち にもわ か りやす く響 く表現

として、「安心 して生 きる権利」「あ りのままの 自分 でいる権利」

「 自分を守 り守 られ る権 利」「自分を豊か に し、力づ けられ る権

利」「自分で決める権利」「参加する権利」「個別の必要 に応 じ

て支援を受ける権利」の7 つが定められている。

各自治体の報告に続いて、①なぜ条例が必要か、条例化が有

醒芸 芸ニ②それを通 して子ども施策はどのように展

第 63号 ・ 200 2年 8 月20 日号

望できるか、③子ども施策の評価にかかわる課題はなにかにつ

いて討議がなされた。これらの課題はその後の分科会でも引き

続き話 し合いがなされた。

第1分科会
（ 第 1 日目 1 6：0 0 ～ 1 8 ：0 0 策 2 日自 9 ：3 0 ～ 1 2 ：0 0 ）

自治体で取 り組む

子ども救済

ト 音 永 省 三 （川西市子どもの人権オンブズパーソン事務局）

第一分 科会 「自治 体で取 り組 む子 ども享紋済」 では4 つの 自治

体（3県 1市）からの報告があ った。報告順に挙げると次のと

おり。青森県 「虐待防止対策及び支援体制の強化」、泉大津市

「 地域連携における児童虐待防止への取 り組み ：泉大津市児童

虐待 防止ネ ッ トワー ク （C A P 10 ）」、神奈 川県 「かなが わ子 ど

も人権相談室事業」、埼玉県 「埼玉県子どもの権利擁護委員会

について」。

第一日目に上記の各報告を受けた。前二者は虐待防止対策に

やや特化 した取 り組み、後二 者は第三者機 関による子 どもの人

権救済システムの構築をめざすものといえた。報告概要は以下

のとお り。

青森県 （人口約 1 4 8 万人）では家庭内虐待による子どもの

死亡事件を契機に児童福祉司を0 1年度に2 3 名から4 6名に倍

増、0 2 年 度に は5 7 名 に、さ らに児 童相談 所3 を6 に増 設 して

心理判定員を計 2 2 名配置など、とくに虐待防止対策として児

童相談所の機能強化を図っている。泉大津市 （約7 万8 千人）

では9 9 年か ら 「児童 虐待防止ネ ッ トワーク設置要綱」 を施行 。

実質的なケース対応ができる関係機関ネッ トワークを児童福祉

課が事務局となって推進 している。その結果、虐待児童の把握

が全国平均の5 倍とな ったが、児童相談所との役割う）担のもと

迅速な対応が可能となり、学校や子ども施設現場等の安心感な

ども増 している 。

他方、神奈川県 （約8 6 1万人）では「子ども人権審査委員

会設置要綱」を9 8 年に施行。同委員会は弁護士、医師、児童

福祉専門家等8 名による第三者的な専門調査機能を持つ。県の

相談事業 （子どもの人権ホットライン）、児童相談所、児童福

祉審議会、児童福祉施設等に関係する審査・調査・意見具申等

を行う。埼玉県 （約7 0 0 万人）では0 2 年 3月に「埼玉県子ど

もの権利擁護委員会条例」を制定 （今秋施行予定）。子ども救

済の専門性を持つ委員3 名で構成。第≡者 機関 （子どもオンブ

スパーソン）の機能・役割を予定 している。児童虐待の急増、

いじめや少年非行の深刻化等が制度設置の動機となった。



これ らの 報告を受け第一 日目後 半では会場参 カロ者も含めた 質

凝応答・意見交換がもたれ、それらをもとに第二日目では子ど

も救済にかかわる、①都道府県と市町村との関係（役割分担 ・

連携等）②福祉・教育の連携と第≡者機関の役割③ボランタリ

ーな市民・団体との連携、の三つの論点から現状の交流、意見

交換等がもたれた。

県レベルでは行財政改革の中での取り組みの困難さとともに

一定特化 した都道府県固有の役割等への志向が、また市レベル

では子どもに最も近い「実践の最前線」との指摘がみられた。

学校との連携の困難さ、児童相談所の機能充実についての論議

もみられ、その中から虐待防止対策と子どもの人権救済の違い

がややうきぽ りにな った。子 ども不在の救済 議論に陥 って はな

らず、その観点から第三者機関や市民をつなぐ取り組みの重要

性が示 唆されていたといえる。

第2分科会
（ 第1 日日 16 ：0 0 ～ 1 8 ：0 0 第 2 日日 9 ：3 0 ～ 1 2 ：0 0 ）

自治体 で すす める

子どもの参加・参画

ト 安 部 芳 絵 （早稲田大学大学院）

第2 分科会は「自治体ですすめる子ども参加・参画」をテー

マに山本克彦さん（聖泉短期大学）、足立勇さん （箕面市総務

部）が コー デ ィネー ター とな って進 め られた 。 1 日 目は、 まち

づくりへ の子 ども参加を してい る4 自治体 が、2 日目は学校 や

福祉計画への参加など3 自治体が報告 している。

1 日目の 「みやぎ子ども議会」（鈴木経浩さん、宮城県保健

福祉部子 ども家庭課）は平成8 年度から 1 0 年度までのあらか

じめ期間を設定された事業であった。公募で集まった中・高校

生約6 0 人があらか じめ設定された議事テーマに沿って委員会

ごとに審議を行い本会議で報告するという方式であった。

「ハー トラ ン ドはち まん議会 ジュニ アと遊び場 づ く り」（浜

田千春さん、滋賀県近江八幡市健康福祉部児童家庭課）では、

平成9年度・ 1 2年度の2 同行われた遊び場づくりの計画・施行

段階か らの子ども参カロを中心 に報告 が行われた。

「r中学・高校生のためのまちづくり講座』について」（荒木

孝信さん、大阪府豊中市政策推進部まちづくり支援課）は、ま

ちづ くりの担い手であ り次 世代の おとなでもある中学生・ 高校

生に、新鮮な視点でまちを点検し、異なる立場の人が住みあう

まちの “公共性”について考えてもらう講座で、平成9 年から

はじま った。

「子ども意見発表事業 r子 ども報道番組－ズーム・イン・な

かの一山（伊東幸子さん、東京都中野区地域センター部女性 ・

青少課）は、子どもにとって身近な地域から子どもの目線で問

題点を発見し、正確で公正な報道と責任ある意見表明権につい

て理解を深め、区政へ参 加 してい こうとい う意識を育 てる こと

を目的と している。

2 日 目の 「鶴 ヶ島市 における子 ども参加 による開かれ た教 育

の取組み」（増森幸八郎さん、教育委員会社会教育）では、全

国でも珍しい小・中学校の学校協議会への子ども参加や子ども

参画による教育理念・大綱の策定についての報告があった。

「2 1世紀子ども参画社会づくり事業」（棄史織さん、滋賀県

健康福祉部児童家庭課）は、次代の主人公である子どもたちの

健全な育成を図る観点から、平成 1 2 年度よ り行われている

「 2 1世紀淡5毎子ども未来会議」の設置と子ども県議会の開催に

ついて報告があった。

最後の報告は、「地域福祉計画モデル事業について」（元木重

幸さん、愛知県高浜市幼育センター子ども課）であり、子ども

の権利条約に関する学習会をしながら子どもたち向けのアンケ

ート調 査を行 うな ど してい る。平成 1 4 年度 は子 ども憲章の策

定もめ ざ している。

7 自治体の取組みは多岐にわたっているが、主体である子ど

もたちが集 ま りに くい、サポーター・ ファシ リテー ターの不在、

などが共通 した課題 と して見 られた。 また 、全 国か ら集ま った

自治体 関係者 か らは 、参加 していない子 どもへのフ ィー ドバ ッ

クや市民・ N P O との連携など実践的な疑問が投げかけらてお

り、関心の高 さが伺えた。
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策3分科会
（ 第1 日 日 16 ：0 0 ～ 1 8 ：0 0 策 2 日目 9 ：3 0～ 1 2 ：0 0 ）

進行中の

「子 ども条例」づ く り

ト 出 川 聖 尚 子 （湘南工科大学）

第三分科会では く進行中の「子ども施策」づくり〉をテーマ

に、県・ 市・ 町とい う規痍 が異なる4 つ の自治体か ら報告を受

け、条例 づ くりにともな う諸課題について討議 が行われた。参

加者は自治体職員、市民団体、自治体の議員、市民など多様で

あった。

第一 日目は 自治体の報告 が中心 にすすめ られた。まず、富山

県小杉 町か ら「進行中の 「子 どもの権利条例」 づ くり」とい う

テーマで報告が行われた。策定過程において民意が反映される

ことを重視 し、条例策定の体制を整えていった経緯が語 られた。

次に岐阜県多治見市から「たじみの子どものいまと未来のため

に一多治 見 らしさが反 映された市民参カロ型の 条例づ くりをめざ

して－」 とい うテー マで報 告が 行わ れた 。「子 どもの権 利観」

について市民一人ひとりの共通した認識が子どもの権利保障に

つながるという視点を重視 し、その意識の浸透やシステムの

構築 を意 識 しなが ら条例 の策定づ くりが行 われている ことが語

られ た。続いて乗京都 日野市か ら「子 どもの権 利条例づ くりに

ついて」というテーマで報告が行われた。日野市では現在条例

の着手 段階であ り、子 ども条例づ くりの ためのプロジ 工ク トチ

ームが組織され庁内の体制づくりが行われているという条例づ

くりの 出発 点 と経 緯 につ いて語 られた 。さい ご に高知県 か ら

「 子 ども の条例 づ く り事 業」 と い うテ ーマ で報告 が行 われ

子 どもの権利条約 第 63 号・ 2 002 年 8 月2 0 日号
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高知県は広域であるため、地域や学校、グループなどの小さな

単位で 「子 どもに関する決 ま りごと」 ＝ 「子 どもの条例」 モデ

ルプランをつ くり、その プランの調整を はか りなが ら条例 をつ

くりあ げるとい う子 どもの条 例策定の プロセスについ て語 られ

た。4 つ 目の報告 自治 体か ら条例 づ くりの 課題 と して 「子 ども

の権利 を共通 の認識 にする には どうすれ ばいいの か」「自治体

の独 自性を いか した条 例づ く りとは何であ るの か」「実 効性の

ある条例 をお こな うに は どうすれ ばい いの か」、「子 ど もの参

加・市民参カロな どの いい手 段があるか」な どが挙げ られた。

第二 白目は、前 日の質疑 をふ まえて、（D 条約 があるの になぜ

条例が必要なのか、（さ庁内関係部局・市民・子どもなどとの合

意形成する上での課題、③子どもの権利を保障する意義がある

のかな どおもに3 点 について論議 が展開さ れた。さ まざまな討

議の中で、子どもの生活の場での権利を保障するために条例を

つくる必要があるのではないか、条例の策定の方法も市民参加

の方法も原則な どな く、 自治体独 自のあ り方があ るのではな い

か、さまざ まな子 どもの施策 を考 える時にその根底 には子 ども

の権利の視点が必要なのではないかなど意見が出された。

今回の報告によって条例の策定方法や内容、市民参加、子ど

もの参加の方法なども各自治体独自である一方、抱えている課

題は共通 してい ることが明 らか とな った。 こう した議論 の場が

設け られた ことは条 例づ くりを模索 する上で報告者・ 参カロ者 に

とって有意義であ ったの ではな いかと考え られ る。

シンポ シ ウム Ⅰ

（ 第2 日日 13 ：0 0 ～ 1 6：0 0）

子どもの施策の

いま、 これか ら

ト 内 田 宏 明 （子どもの権利条約総合研究所特別研究員）

☆シンポジス ト報告

●大阪府報告「子ども総合プラン（仮称）策定について」

従 来か ら児童相談所 における活動 や、子 どもの権利 ノー トな

ど全 国に先駆けて取 り組み を行 って いる大 阪府では、 ポス トエ

ンゼルプランの総合的な子ども施策の計画である「子ども総合

プラン（仮称）」 の策定 が2 0 0 2 年 1 1月 を目標 に進 め られ てい

る。この策 定に当た って は教 育委員会、福祉 苦臥 生活部 を横 断

的に連携させた 「子ども関連施策調整部会」を新たに創設し、

教育・福祉・医療・保健各分野の個々の事業 レベルをも対象と

して相互調整 を図 っている 。プ ランの基本 理念 と して 、「子 ど

もがひと りの人間 と して尊重 され、豊かな夢 を育む ことが 出来

る都市（まち）大阪」 を掲 げてお り、虐待・ い じめ・体罰・ セク

ハラな どからの救 5斉、子 どもが参加型の社会づ く りの推進な ど、

子どもの人権尊重と権利擁護 を中心的な施策と位置付けてい

る。子どもの権利擁護システムに関しては、その明確化を現在

検討 しているが、第≡者機関 とする ことは想定されていな い。

』

子どもの権利集約 第6 3号・ 200 2年 8 月20 日号

●八千代市報告 「エンゼル プランの虐待防止策から発展 してきた

第三者性重視の F子ども人権ネ ッ トワークj」について

1 9 9 6 年に市単独事業として育児支援センター 「ステップ

2 1」を立ち上げ、その運営に保健士・保育士等の専門職や民

生児童委員等の住民代表からなる推進会議を開催するという先

進的取 り組みを行った。次いで 19 9 9 年には市民各界代表、研

究者 、庁 内各部署か らなる 「子 どもにやさ しい まちづく りプラ

ン策定 会議」 を設置 し、7 種 類の アンケー ト調 査を実施 するな

どして八千 代市版のエ ンゼル プランを練 り上げた。 これ に関 し

ては福祉関係部局が中心になって動いたが、教育委員会との連

携がスムーズにいったわけではなかった。また、虐待からの子

ども救 済 シス テ ムの 確立 に関 しても課 題 は残 った 。そ こで、

2 0 0 2 年5 月虐待防止を含め、子どもの人権救済・子どもの権

利実現 を目標 と し、行政 と市民 が連携 して 「子 どもの人権ネ ッ

トワー ク」 を立 ち上げた。行政 サイ ドが 、市民グループを信頼

し、パー トナ ーシ ップを形成 する ことで 、む しろ市民がこの取

り組 みを主導す るようにな っている。

●国立市 「F子 ども白書 』づ く りの取 り組 み」

国立市では学校教育において危機的な状況が生 じていたが、

これを立て直すために教育委員会が中心となって「子ども総合

計画」 を立案 した。 これは 、「子 どもの立 場 に立 ち」、「子 ども

が人 と して尊 ばれ、生きる権利 を保障される」理念 を言匿った新

しい計画 と して 、子ども 自身が子 ども調査 を行 う 「子ども調査

隊」によ る「子 ども 白書 」づ くりなど、子 ども参カロを進め なが

ら2 0 0 0 年度か ら取 り組んだ。

☆輪鞍

●論点 ：1府2 市の報告と各分科会における論議の報告を受け

て、行 政が中心 に作 成 した 「エ ンゼル プラ ン」 力＼ら、子 どもの

権利 ・市 民参カロ視 点 に基 づ く 「ポス トエ ンゼル プラ ン」「子 ど

も総合計 画」 にいか に して自治体で取 り組む か探 ってい く。

●計画立案における市民参加に関しての議論

八千代市がいいモデルとなる。市民グループヘの信頼がパー

トナー シ ップ形成の まさ に第 一歩となる。

●計画に位置づけられる子どもの権利救済機関のあ り方に

関 しての議論

第三者機 関 とす ることが極めて重要 ではないか。子 どもと大

人の 関係性 の再形成 、子 どものエ ンパ ワーメ ン トのための取 り

組みとして第三者機関は不可欠ではないか。

●コー デ ィネ ー タ ー 森 田 明 美 氏（子どもの権利条約総合研究所副代表）

ま とめ コ メ ン ト

各 自治体 で様々な取 り組 みがなされ ている ことが、 この 自治

体シンポジウムを通 して参 カロ自治体間 で情 報共有された。先進

的と思わ れる施策を展 開 している所もあ れば、これか ら如何 に

取り組むか模索中の所もある。これからの施策化の努力は、行

政的・政治的に通りやすい少子化対策・子育て支援策・虐待防

止の旗を掲げながら、その中に子どもの権利・市民参カロ視点を

盛り込んで いくことに注 ぐことにあ るのではないだろ うか。



～子どもの未来を費えるた助に～

日本子 どもN P O センター設立 に向けて

設立発起人懇談会を開催

林 美 栄 子 （日本子どもN P O センター設立準備委員会・事務局）

2 00 2 年 6 月 29 日、『日本 子 ど もN P O セ ンターJ 設立準 備委 兵舎 は、子 ど もに 関わ る市 民 団体 の全 国的 なネ ッ トワー クをめ ざ して設立発起

人懇談会 を開 きま した。2 00 1年1 2月末 に有 志 に よる準備会 が発足 し、懇 談会 当 日 までに、市 民団体・ 個 人・研 究者 な ど幅広 い分 野 か ら集

まった設立発 起人 が11 1人 を数 え、当 日は6 4 人の参加 を得 ての開催 とな りま した。

会場とな った 「江東区子 ども家庭支援センター・みずべ」は、日

本子どもN P O センターの設立準備委員長・発起人代表である新5軍誠

治（現・東京家政大学教授）が今年3 月まで所長をつとめていた子

育て支援のひろばです。この日も夕方の開場時問まで地域の親子が

にぎやか に集 ってい ま した 。

前半の懇談会は新澤誠治のあいさつか ら始まり、「地域で人と人

が出会い、輝き、支え合い、子どもの笑顔を生み出していこうとす

る活動が、大人の責任として全国に広がることを望んでいます。日

本子どもN P O 活動センターの活動が、この、親子が集う現場からス

ター トする ことに も意味 を感 じます」 と、 日本 子 どもN P O セ ンター

への思いと、地域で子育てを支えることの必要性や意義について語

りま した 。

当初から準備をすすめてきたメンバーの一人である福E日房枝 （子

ども劇場全国センター）は、「ここ数年、子どもへの虐待や －14 歳一

“1 7 歳 一問題 が クロ ーズ ア ップ さ れる なか 、 これ ら問定喜の 本質 は 、

どれも同 じ 一孤立化－ではないでしょうか。個々の団体や個人がそ

れぞれの場所で活動するだけでは、もう解決できないところまで来

ています。幅広いネ ッ トワー クを組んで情報を共有化する ことが必

要だと感 じ、わた したちは “子育ての社会化”、子どもを人 として

尊重する 一子ども観の確立’、 一国へのj攻策提言－など、共通 した課

題に取 り組 む とい うミ ッシ ョンで集 ま りま した」 と、 設立 に向 け た

これまでの経過を報告 し、「このセンターの設立は、誰か一人が考

え出 した ことで はあ りませ ん。 子 どもの ため のセ ンタ ー構 想 を声 に

出して話せば話すほど、多 くの人がこの閉塞 した社会を変えていく

必要性 につ いて 同 じ認識 を も つてい る ことが わか りま した」 と話 し

ました 。

経過報告後、土屋美恵子さん （保育サービスひまわ りママ）が設

立趣意書を書売みあげ、その後、参加者の名か ら、原田正文さん （こ

ころの子育てインターねっと関西）、早川信夫さん （N H K ）、濱砂圭

子さん （男女・子育て環境改善研究所）、清川輝基さん （チャイル

ドライ ン支 援セ ン ター ）、山 中健 一 さん （フ リー ス クー ル全 国 ネ ッ

ト）、吉野隆之さん （厚生労働省）、 らがそれぞれの思いを語ってく

ださい ま した 。

「思春期の子 どもを診ていると、どうしても乳幼児期をなんとか

しなければという思いが強くなり、個人的に子育て支援活動をは じ

めま した」と話されたのは小児科の精神科医でもある原田さん。ほ

とんどの方が、ご自身の活動を通 じて母親 と子 どもをめぐる危機的

状況を感 じており、これまでも積極的に問題解決にあたってこられ

ました 。だ か らこそ 、この 日本子 ど もN P O セ ンターの必 要性 を感 じ、

また期待を抱かざるをえないと、その思いを熱 く語 って くださいま

した 。

ご自身が不登校の経験を持つ田中さんは、「子 どもたちの生き方

が広がってい くためのセンターになってほ しいと思います。子ども

を人 と してで な く r子 どもj と して しか見 て くれな い大人 の r子 ど

も観 J が変わることを期待 しています」 と、若者の視点から期待を

述べ られ、清川輝基さんは、「この国を、子どもが豊かに育つこと

ので きる国 に変 えよ う」 と熱 く呼 びか けま した。

最後にもう一人の代表である堀田力 （さわやか福祉財団理事長）

は、「現在の子 どもを取 り巻 く状況 は数十年前と比較 して大幅に悪

化してお り、現在の子どもたちは危機的状況に直面 しています。大

人が作り上げてきたこの社会がいかに子どもに対して犯罪性をもっ

ているか罪深 く感 じています。大人には子どもに対 しての責任があ

ります」 と語 り、9 月2 1日の 設立総 会 まで にさ らに発起 人が集 うこ

とを期 待す る と締め く くりま した 。

後半の交流会では、山崎泰彦さん（上智大学）の 「親の状況に関

係のない、子どもに着 目した公的支援制度が必要」という話や、蒲

原基道さん（厚生労働省）の「各地のN P O の活発な動きを見る中で、

地域を超えた広がりに期待 し、行政 と子育て支援関係の団体との協

働がすすむよう今後も協力 したい」 との挨拶がありました。

田中尚輝さん （N P O 事業サポー トセンター）の乾杯の舌頭の後、

韓国わ＼ら東京シュー レの交流事業で来日していた金さんも交えて、

参加者全員が発言 しま した。参カロ者の一人、佐倉でW A V E という子

どもによる市民のための情報誌をつくっている山本智之さん（15

歳）は、「こうい うN P O をつ くって勝手 に大人が自己マン （満足）

にひた った り しな い よ うに監 視を 続 ける」 との こ とで、笑 顔 で聞 き

ながらも気の引き締まる思いでした。今回の設立発起人懇談会は、

笑いと和やかな雰囲気のなかにも、この社会をなんとかよくしたい

とい う、参 加者 一人 ひと りの気概 を・感 じる もの とな りま した。

●9 月 2 1 日に設立総会と設立記念 シンポジウム「子 どもたちの

－いま－と －これからH」（仮題）を東京・青山の乗京ウイメンズプラ

ザホールにて開催いた します。シンポジウムでは 10 代、2 0 代

のみなさんが自由に発言できる時間も設けます。発言者 として

の参加 もお待ち しています （詳細は事務局T E L O 3 －5 7 8 5 －

1 7 9 5 にお問い合わせください）。

●事務局ボランティア、講演会やイベ ン ト時のボランティアを

募集 しています。活動推進の担い手と して参加 してみませんか。

』

子どもの権利条約 第6 3号・ 200 2年 8 月20 日号
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「 国定」道徳副教材『心 の ノー ト』で子 どもた ち は

大山 早 苗 （子どもと教科書全国ネット2 り

『心の ノー トj は、 この4 月に文部 科学省 が7億3 00 0 万 円 を費 や し、全 国の小 ・中学 校 に一斉 に配布 した道 徳 の副教材 です。 これ を読 ん

でまず著 者名 が ない ことに違和 感 を持 ちま した。小学 生用3冊 （低・ 中・ 高学年 ） と中学生 用1冊 の4冊 全部 が 、「発 行 文部 科学 省」 と し

か書 い て あ り ま せ ん 。 こ うい う誰 が書 い た か わ か ら な い よ う な 副 教 材 で 「心 」 を管 理 しよ う とす る と こ ろ に 恐 ろ し さ を 感 じま す 。 国 家 が

心の 中 ま で 土 足 で 踏 み込 ん で い い の で し ょ う か 。 ま た 、「 ノ ー ト」 とい う手 法 を と る こ と で 、子 ど も た ち が こ れ に 進 ん で 書 き込 む こ と に よ

って 、 押 しつ け られ た と感 じな くな る こ と も心 配 で す 。

「 あ なたの心を美 しくしてください」 とあ るけど… …

すべ ての ペー ジ がカ ラーで 、柔 らか い色 づか いや イ ラス ト

のタ ッチ、写真など子どもを惹きつける工夫がされています

が、 あ ち こち に虹 、妖 精 、 シ ャボ ン玉 、美 しい空 、雲 、海 、

木、夕焼 け、 富士 山 が登 場 して 、「あ な たの 心 を大 き く美 し

くして くださ い」 と言わ れる と、 薄気 味の 悪さ を感 じて しま

います。「心の東京革命」「心の教育」 r心の ノー トJ など、

「 心」 が もて は やさ れ てい ま すが 、都 合 が悪 い こ とは 、 すべ

て「心 」 のせ い に し、そ れを 専門 家 （カ ウンセ ラー ） に “き

れい ” に して も らえれ ば解決 す ると い うの で しょうか。 子 ど

もたちには悩み、考え、感 じ、傷つき、成長する時間が必要

だと思 いま す。

小学校低学年用に目を通 して見ると、「学校大好き」「みん

なのものを大切 に」「美 しいものを感 じて」「あたたかい心で」

「 元 気 にあい さつ」「明 るい気持 ち」「しっか りや ろ う」「毎 日

を気持 ち よ く」・‥…、 内容の 多 くに は文句 のつ け よ うが あ り

ません 。 しか し、子 どもたち がいつ も元気 に笑 って い られ る、

明る い気 持 ち で い られ る 日ば か りで はな い は ず で す 。 この

r 心 の ノー ト』の よ うに振 る舞 い考 える子 が 「よ い子」、 この

よう にでき な い子 は 「タ メな 子 」 とい うよ うに 、「理 想 の子

ども像 」 を打ち 出 される と、本 当 に思 って いる こ とよ り、 こ

のrノー トJ が求 める 、先生 が求 める 、お とな が求 める 答え

ばか りを言 うよ うにな って しま うで しょう。

不登校経験者の K さんは、「子 どもが悩みをもつことを、

教師 も 親も 恐 れて い るの かも しれ ませ ん 。だ か ら、 一明 るい

いい 子’ の枠 にお しこめ て、 自分 が安 心 しよ うと してい る …

…。子 どもが 暗い顔 を する こと 、悩み を持 つ こと 、悩み を持

つことを 罪悪視 しないで ！も っと、子 ども のひ とつ ひ とつの

悩み によ りそ って ！」 と言 ってい ま した。 子 どもた ちが 求め

てい るの は、このよ うな 「理想像 」を提示 する こ とで はな く、

丸ごと自分を受け止めてくれるおとな、先生、家族の存在な

ので はない で しょ うか 。

「 役割と十任」はあるけど・…‥子どもの権利が抜けている

少 年事 件が 注 目され た り、マナ ー や決 ま りを守 るこ とが で

醍：1 子 ども が多 くい るよ うな現 実 か ら、 こう した r心 の ノ

どもの権利条約 第 63号・ 200 2年 8 月20 日号

ートJ が 受 け入 れ やす い状 況 は あ る と思 いま す。「も っ と子

ども に しつ けが必要 だ」とい う声も よ く耳 に します。 しか し、

小学校 高学 年用・ 中学校 用 を吉元ん で一 番感 じるこ とは、権 利

がすっぽ り抜け落ちて、責任や義務ばか りが強調されている

ことです。子 どもの権利が十分に教え られていません。「権

利」 とい うと、 子 どもの 権利 を言 って 甘や かす とか 、 自分 の

主張 だけ する 、わ がま まを通 す とい った と らえ方 をされ がち

ですが、権利は、「一人ひとり違 っていい」「あなたはあなた

のま まで い い」「あ な た ら しく生 き てい い」 と、 自分 を大切

にす る とい うこ とで はな い で し ょうか 。 自分 が大 切 にさ れ 、

自分 を見つめ る ことがあ って 、は じめて他者 の権 利を考 える 、

他人を思いやる心が育つと思うのです。

いま子 どもた ち一人ひと りが 、本 当に大切 にされ ているので

しょうか。 自分の 考えでや って いる、自分の願い・望 みだと錯

覚させられて、実は親のため、先生のため、おとなのため、日

本経済のため、日本のために尻をたたかれ続けています。

優しさを前面に打 ち出 しながら、国表主義をその背後に醸 し

ている

「新 しい歴史教科書をつくる会」が教科書攻撃の運動を担

つて釆ましたが、教育基本法 「改正」の動きでは、「新 しい

教育基本法を求める会」がそれを担 っています。その中心メ

ンバーは重なっています。「つくる会」の運動は、教科書攻

撃の運動だけではな く、一見無関係のように見える教育基本

法「改正」の動きとも繋がっています。「求める会」は、「伝

統の尊重と愛国心の育成」「家庭教育の重視」を強調 してい

ます。この内容は、中教審の教育基本法「改正」の中間まと

めとも共 通 してい ます。

・ r心 の ノー トJ では、 自分 との 関わ りと して、家族 、学校 、

地域 、国が 自然 の広 が りの よ うに繋 げ られ てい ます。 国家 や

政府 が 自分 と 自然 に繋が った存在 であ るか の よう にイメー ジ

させ られ て しまい ます 。 この rノー トJ は、心 の尊重 ・生 命

の尊重・ 自然環 境の 尊重 と か、 自然 や人 に優 し くしよ うとあ

りま すが 、実 は優 しさ を前面 に打 ち 出 しな が ら、国家 主義 を

その背 後 に隠 して いる といえ るで しょう。



テーマ決定 才子 どもの権利条 約フ ォー ラム2 0 0 2

干葉発『K ぱ s Rねhでs W∂Ve仏】

～子どもと市民の参画で世界は変わる～

中村 雪 江 （フォーラム実行委員会・事務局スタッフ）

6 月に実行委員会が立ち上が り、約6 0 名 （若者2 0 名、大

人4 0 名）が実行委員となっています。最初か ら若者が参画

しており、若者の感性を最大限生かした干葉の特徴を出 した

いと思 って い ます。 テー マの決 定 につ いて は フォー ラムへ の

イメ ージを 言葉 に して出 し合 い、 ブ レー ンス トーミ ン クで作

り上 げま した。干 葉 か ら子 どもの権 利の 認知 と実 現 を発信 し

よう ！ そ して 日本 、世界 に大 きな 波紋 を起 こそ う ！ これ

からは子 どもや市民 （N P O ）の参画で社会 を変 えてい こ

う！ とい う強 いお もい とメ ッセー ジが込め られ てい ます。

企画 もほ ぼ出揃 い ま した。実 行委 員 が 自分 の や りた い こと

を提案 し、実 行委 異会 で プ レゼ ンテー シ ョンを して決 ま った

企画 です。各 々企 画毎 に数名 でプ ロ ジ工 ク トで つ く り若者 と

大人 がい っ しょにイ メー ジを ふ く らま せな が ら準 備 して いま

す。初日の全体プログラムは、 1部では堂本知事と若者の対

談（先】事の 出 席交 ラ歩中 ） を、 2 部 ではペ ル ーの 子 ども か らの

報告、夜は若者の様々な表現の大交流会を計画 しています。

2 日目は魅力的で興味をそそる2 0 近 くの分科会企画が出揃

見に来 て さ J 『 カ ■ヾヽ れ子どもたちと弁護士が作るお芝居「 もがれた翼」もシリー

ズ第 9 作 目にな りま した。 こ こま で続 けて こ られ たの も、 応

援して くださる皆 さ んのお かげ です。

この シ リー ズ は、子 どもの人 権救 済活 動の 中で 出会 う傷 つ

いた子 ども たち の辛 さ、 おかれ てい る状 況の 深刻 さを 、多 く

の市民 に知 って も らいた い、そ して この 子た ちを 孤立 無援 に

しな いため に何 がで きるの か を、皆 で考 えて も らいた い とい

う思いで作 り始めたお芝居です。虐待、い じめ、少年犯罪 、

児童養護施設問題など、現実に起きた事件をモデルにしなが

ら、弁護士が脚本を書き、高校の演劇部の生徒さんや O B た

ちと共 に舞台 に立 って 、体 当 た りの演 技 を 見せ て き ま した 。

毎年 少 しず つ グ レー ドア ップ して 、「素 人 に して は な か な

か！」 との評判 も得 られる よ うにな ってきま した。

こと しは 「こち ら、カ リヨ ン子 ども セン ター」（脚本 坪 井

節子 ）を上 演 しま す。 自殺 を はか り救 急車 で 運 ばれ て きた こ

のみ 。集団 リンチ事件 で見 張 りを させ られた 健太 。親 と は暮

らせな い、帰 る家 の ない子 どもたち が逃 げ込 ん で くる 子 ども

センターが舞台です。ここには子どもの事件専門の公設法律

い、教育会館のほぼ全館を借 りて行います。子どもから大人

までが参 画 でき 、遊 び心 い っぱい のもの か ら、少 しハ ー ドな

内容のもの、そ して今 回は乳幼児も大切な参加者 として位置

付け 「あそ ぽ あそ ぽ」 が企画 の ひ とつ と してあ ります。子

どもが 作る 公立 学校 、子 どもの 居場 所 づ く り、何 で もだべ り

場、ワー クシ ョップで紙芝居 、チ ャイル ドライ ンか らの発 信、

ペルーの子 どもたち と語 ろ う、子 どもの 人権条例づ くり、子 ど

もの心 を受け止める ワークシ ョップ、養護 施設を知 ってい ます

か？、何 でも相 談室、不登校・ ひきこも りシ ンポ等々です。

実行委鼻会では、企画をすすめるだけでな く、子 どもの人

権の 状況 を学 ん だ り、子 ども 自身の 自発 的な 活動 も紹介 した

りと視 野を広 げ なが らす すめ てい ます。 地域 か らこの フ ォー

ラムに 向け て盛 り上 げて い こうと い うことで 、各地 の子 ども

の人権の市民集会も開かれています。 8 月末か ら広報活動を

展開 し、開催 当 日ま でで きる限 りの ア クシ ョンを しよ うと張

り切 って いる ところ です。

た男 ′ト ト醐

坪 井 節 子（弁護士）

事務 所 と暖か い食 事 とスタ ッフが待 つシ ェル ターが ある ので

す。 こんな センターが欲 しいとい う私たちの願 いを込めて、お

芝居に しま した 。さあ、どんな物語が展 開するの で しょうか。

た

2 0 0 2 年 9 月 14 日（士）午後 2 時開演 （1時 3 0分開場）

会場 東京都児童会館ホール

渋谷区渋谷 ト18 －2 4 ℡ 0 3（3 4 0 9 ）6 3 6 1

入場無料・全席自由（定員7 6 0 名）

演出 久保田邦明 （東海大学付属高輪台高校教諭）

出演 東海大学付属高輪台高校演劇部有志とO B ほか

東京弁護士会の弁護士

主催 東京弁護士会子どもの人権と少年法に関する特別委員会

共催 乗京都児童館

ビデオ制作・販売支援 東京 Ⅲゾンタクラブ

お問い合わせ 東京弁護士会人権課 ℡0 3（3 5 8 1）2 2 0 5

今 まで に見 に来 て 下 さ って いた 方 も、 初め て と い う方 も 、

お誘 い合 わせ の うえ、 ど うぞお 出か け くださ い。私 も舞 台の

上で お待ち して います （？！）。

子 どもの権利条約 第 63号・ 20 02年 8 月20 日号 ∠』
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「 軟膏と文化を世界に飼＜ 会」
教育基本法「改正」問題について考 える新グループが誕生

昨年 1 1月の中央教育審議会への見直 し諮問で注目される教育基

本法 「改正」問題。「教育と文化を世界に開く会」は、教育基本法

「 改正」の動向を見守 り、その 「改悪」 に反対するグルー プです。

中教審の審議が具体的 に始まった3 月ごろから、幾人かの有志で結

成の動きがあ り、7 月 1 8 日に声明「教育と文化を世界に開かれれた

ものに一 教育基本法「改悪」に反対する呼びかけ」を発表 しま し

た。呼びかけ人はご覧のとおり幅広い層から構成されてお り、中教

審の審議状況をみながら、教育基本法 「改正」問題に関する様々な

企画を考えているところです。

その第一回目の企画一 教育基本法 「改正」問題を考える－ が

9 月 2 5 日午後6 時半から早稲田大学文学部3 3 号館第一会議室で開

催されます。藤日］英典東大教授・前教育改革国民会議委員による基

調講演、そ して全国PT A 問題研究会の味岡尚子さん、人権アクテ ィ

ビス トの川 田龍 平 さん によ るパ ネル デ イス カ ッシ ョンを予 定 して い

ます。事前申 し込みは不要ですので皆さんお誘い合わせの上おいで

くださ い。

また、本会は発足当初か らホームページを開設 し、インターネ ッ

卜を通 じての活動も展開中です。ホームページにも是非お立ち寄 り

くださ り、 ご意見 や ご要 望 をお寄せ くだ さい 。

一呼びかけ人一

味岡尚子（全国P T A 問題研究会）、石井小夜子（弁護士）、梅原孝孟（哲

学者）、大岡信（詩人）、尾木直樹（教育評論家）、奥地圭子（東京シュ

ーレ）、川田龍平（人権アクティビス トの会）、喜多明人（早稲田大学

教授）、小森陽一（東京大学教授）、佐藤学（東京大学教授）、佐藤秀

夫（日本大学教授）、瀬戸内寂聴（作家）、俵義文（子どもと教科書全

国ネッ ト2 1）、辻井喬（作家）、曙峻淑子（埼玉大学名誉教授）、中ノーl

明（弁護士）、中山干夏（作家）、なだいなだ（作家・精神科医）、西原

博史（早稲田大学教授）、灰谷健次郎（作家）、藤田英典（東京大学教

授、前教育改革国民会議委員）、増田れい子（エ ッセイス ト）、牟田

悌三（俳優）、毛利子来（小児科医）
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子どもの権利条約総合研究所編（日本評論社販売協力）

総合的研究誌『子 どもの権利研究 』創 刊の ご案内

●年間2回刊行（B 5版／1 00貢）●創刊号2 00 2年7月末 日、第2号2 00 3年 1月末 日 ●価格2 00 0円（送料込み）●年間定期購読4 00 0円

「子 どもの権利」 という吉葉は、人々の求める基本的な情幸臥 教養のキーワー ドの一つにな りつつあ ります。子どもを一個の人格として

その固有の権利を認め、子ども自身の工ンパワメン トをはかることで、子どもとかかわる人々が “楽な気持ち”で子どもとつき合えるよう

にしていく、そんな発想転換、関係性の問い直しをはかるためにも「子どもの権利 （条約）」研究の輪を広げていこう、という機運が盛 り上

がっています。

また、日本社会で、各地の自治体子ども施策においても、「子どもの権利救済」制度づくりや「子 どもの権利条例」（川崎市、北海道奈井

江町など）づくりが始まり、また学校現場や福祉施設では子ども自身による権利についての学習＝「権利学習」が広がっています。

このよ うな動きを客観的にとらえ、さらに発展させて広げていくことを主眼に、今回、総合的な理論誌 r子どもの権利研究』が、子ども

の権利条約総合研究所から刊行されることにな りました。ぜひ一度お読み下さい。

■研究所頒価 （郵送料込み価格） 創刊号

■年間定期購読 （年2回）

郵便振替00 150－3－16 4280 口座名称

最込 み申 し込み で直接 申 し込 まれ るか、下

2 ，00 0 円

4 ，000 円 （送料込み）

子どもの権利集約総合研究所

記事務届へ お聞い合 わせ下 さい

研究所事務所 ：〒1 5 2 －0 0 3 4 東京都 目黒区緑が丘2 －6－1 喜多明人宛

研究所分室（水曜 日開設） T E L・ FA X O 3－5 2 8 6 －3 5 9 5 E－M a il：c rC 2 1＠lyc o s．jp

』
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